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はじめに 
 

東京都北区子どもの権利擁護委員  

代表擁護委員 佐賀 豪 

 
 2024 年秋から相談業務が開始し、この約半年の間の相談は、活動報告書にもあるよう

に面接相談まで進むことはほとんどなく、ホームページでの相談フォームからの問い合

わせが大半であった。 

 北区の相談フォームは、自分たちで編集することが容易であったため、問い合わせから

面接相談に繋がらない点をどのように解消するか会議で協議し、何点かフォーム改定を

実施したが、課題解消とはならなかった。そこで、フォームには連絡をしてきてくれたこ

とに感謝のメッセージを表示する仕様として、その後の相談に繋がるような言葉を残す

ことにした。このような相談フォームの改訂に加え、なぜ面接相談にまで繋がらないかと

いう点も率直に会議で話し合いを重ねた。 

 北区では、「子どもの権利と幸せに関する条例」の制定までのプロセスで、子どもが参

画して条例を制定した経緯があり、そのため、子どもにとってこの条例や子どもの権利擁

護委員がより身近な存在となることを期待していた。ところが、条例そのものと、子ども

の権利擁護委員の存在が同じレベルで認識されておらず、改めて子どもの権利擁護委員

を、子どもに身近な存在として普及する取り組みが必要であることを痛感した。 

 令和 6 年度は、区の公の施設で子どもの居場所となっている児童館、特にティーンズ

センターを訪問し、子どもの権利擁護委員の認知度を上げると同時に、子どもからの相談

の受ける場としてティーンズセンターで活動することを念頭に、様々な調査を実施した。 

 結果、児童館を利用する子どもの利用ニーズは多種多様で、必然、子どもの一人一人が

何かしら悩みを抱えている可能性もあるものの、児童館として、それを支える仕組みが十

分でないことがわかってきた。 

そこで、翌年の令和 7 年度、本年度の 6 月より、ティーンズセンターにて、夕方の時

間帯に子どもたちと交流しながら、悩み事・困り事相談の受付を開始した。（子どもの権

利擁護委員 2 名体制のため浮間ティーンズセンターでのみ実施中） 
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 子どもの権利擁護事業は、子どもからの相談を端緒に開始する。そのため、子どもにと

ってこの事業利用のハードルが下がることがとても重要となる。しかし、皆さんもよくよ

く考えてみて欲しいのだが、見ず知らずの第三者にいきなり相談することを子どもの時

だけでなく、大人になってもやるだろうか。 

医療・法律といった専門性の高い相談であれば、専門家である医師・弁護士にというこ

とにはなるが、自分が抱えている悩みというのは、まずは身近な人、子どもであれば親や

学校の先生に相談するのが通常ではないだろうか。また、子ども自身が、自分の悩みが弁

護士など法律の専門家に相談すべき内容かどうかを判断することは不可能である。 

 となれば、「子どもたちの相談の受け皿を用意するのであれば、子どもにとって身近な

存在となることが、何よりもまず大切なことなのではないか。」と、子どもの権利擁護委

員として考え、ティーンズセンターでの子どもたちとの交流をその第一歩とした。 

 また、子どもにとって身近な存在である大人にも、我々の活動のことを正確に理解して

もらえれば、そこから子どもの相談に繋がることも考えられる。そのため、子どもに関り

のある大人に、我々の存在・制度を認知してもらうことは非常に有益である。 

そのため、区内の小・中学校に出向いて、子どもたちに「子どもの権利」や「子どもの

権利擁護委員」について普及・啓発する出前講座を、子どもにとって身近な大人である

「学校の先生」にも知ってもらう場としてするとともに、新たに学外で「子どもに関する

活動をしている組織」に対しても、子どもの権利に関する講演・研修などを実施すること

にした。 

 制度は「制度」に過ぎず、子どもにとって利用しやすい仕組みとするためには、別途、

様々な工夫が必要である。子どもの権利擁護委員として、今後も様々な工夫を検討し、子

どもたち皆の子どもの権利が守られ、幸せと感じられる社会の実現への一端を担えるよ

う邁進していく所存である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-2-
-4-



 

 

東京都北区子どもの権利擁護委員の概要 
 

１．東京都北区子どもの権利擁護委員 
東京都北区子どもの権利と幸せに関する条例（以下、条例とする）第 24 条の規定に基

づき、子どもの権利の侵害からの適切かつ速やかな救済を図ることを目的に、令和 6 年

7 月 1 日から東京都北区子どもの権利擁護委員（以下、権利擁護委員とする）が設置され
ています。 

権利擁護委員の担当する仕事は、条例第 24 条において次の通り定められています。 
 

① 子どもの権利の保障についての相談に応じ、必要な助言および支援をすること 

② 子どもの権利の保障についての必要な調査および調整をすること 

③ 子どもの権利の侵害からの救済のため関係者に要請をすること 

④ 子どもの権利侵害を防ぎ、または子どもの権利を保障するための意見の表明をす
ること 

⑤ 子どもの権利侵害からの救済と子どもの権利の保障についての理解を広めていく

ことおよび関係者との協力の推進に関すること 

 

●子どもの権利擁護委員の任命 
権利擁護委員は人格が優れ、子どもの権利に関して理解と識見を有する者のうちから

北区長が委嘱します。任期 2 年で再任も可能です。 
 令和 6 年 7 月（委嘱を開始した月）から令和 7 年 10 月（年度報告を実施した月）ま

でに委任された委員は次のとおりです。 
 

氏名 職業等 委嘱期間 

佐賀 豪 

（さが たけし） 
弁護士 令和 6 年 7 月〜 

田畑 智砂 

（たばた ちさ） 
弁護士 令和 6 年 7 月〜令和 7 年 5 月 

北條 友里恵 

（ほうじょう ゆりえ） 
弁護士 令和 7 年 6 月〜 
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２．北区子どもの権利と幸せに関する条例 
北区では、未来を担う子どもたちがだれ一人取り残されることなく、自分の将来に夢と

希望をもって健やかに成長できるよう「子どもの権利」を保障し、子どもが幸せな状態で

生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を推進することを目的として、「北区子

どもの権利と幸せに関する条例」を令和 6 年 4 月 1 日に制定しました。 

 
●条例の基本理念 
 
１ 子どもを権利の主体として尊重するとともに、子どもに関係のあることについて、

子どもにとって最も善いことは何かを第一とします 

２ 子どもは、一人ひとりの個性が尊重され、また相互にこれを尊重しあい、だれ一人

取り残されることなくその権利が保障されます 

３ 子どもが将来への夢と希望をもって、幸せな状態で生活を送ることができるよう、
社会全体で子どもを育む環境を整備します 

 

●保障される 11 の子どもの権利 
 

１ 自分の意見、考え、気持ち等を表明し、およびそれが尊重されること 
２ 身体的または精神的な暴力を受けないこと 

３ 家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、年齢、性別、障害の有無、国籍、性のあ
り方等により差別をされないこと 

４ 安全・安心に過ごせること 

５ ゆったりと安心できる場所で休めること 

６ プライバシーが大事にされること 
７ 遊ぶこと 

８ 様々な文化、芸術、スポーツ等にふれ、および親しむこと 

９ くり返し挑戦できること 

10 なやんでいること、困っていること等を相談できること 

11 一人ひとりに応じた学ぶ環境が確保されること 
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３．北区子どもの権利擁護委員活動の歩み 
令和 6 年 4 月 1 日の「北区子どもの権利と幸せに関する条例」施行以降の活動の歩み

は次のとおりです。 
 

時期 内容 

令和 6 年 4 月 東京都北区子どもの権利と幸せに関する条例施行 

7 月 

  北区子どもの権利擁護委員の任命（2 名） 

  地域向けの特別講演会を開催 
  区内小学校（星美小）で出前講座を実施 

 

 

 9 月 子どもの権利相談窓口開設（随時相談対応）  

 

11 月 
  区職員向け特別講義を実施 
  児童館まつりにて子どもの権利に関する読み聞かせ講座を実

施（2 回） 

令和 7 年 1 月 

  地域関係団体の会合にてパネルディスカッション形式の講義
を実施 

  子どもの権利擁護委員、子どもの権利相談窓口普及用動画の

作成 

令和 7 年 2 月 
  区内小学校（谷端小）で出前講座を実施 
  区職員向け特別講義を実施 

  区民向けパネルディスカッションを開催 

 

 3 月 区内中学校（明桜中）で出前講座を実施  
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相談・対応状況 

 

１．子どもの権利相談窓口 
北区在住・在学・在勤の子どもや、子どもに関わりのある方（大人）が、子どもの権利

侵害に関する相談ができる窓口を令和 6 年 9 月 10 日に開設しました。 
 
（1）運営体制 
 

相談体制 
  子どもの権利擁護委員 2 名 
  子どもの権利相談補助員 2 名 

  事務局 

相談対象 
  北区在住・在学・在勤の子ども（18 歳未満） 
  上記の子どもに関わりのある方（大人） 

相談方法 
  電話︓03-5948-6882 

  フォーム︓北区公式ホームページから 

受付時間 
  電話︓平日午前９時から午後５時まで 
  フォーム︓24 時間受付 

所在地 

北区滝野川 2-52-10 

北区役所滝野川分庁舎 1 階 2 番 
子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係内 
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(2)相談の流れ 
① 相談受付 

電話・フォームから相談を受付けます。子どもの権利相談補助員が受付を対応し、子ど
もの権利擁護委員（以下「権利擁護委員」）との面接に繋ぎます。 
 

② 面接 

権利擁護委員と直接面接することで相談を受けます。基本子ども本人（大人の同行は

可）との面接となりますが、事情によっては大人だけでの相談を受けることも可能で
す。 
 

③ 助言・支援 

相談対象である子ども（以下「対象者」）の権利が守られ、幸せな状態で生活を送る
ことができることを一緒に考え、権利擁護委員がアドバイスや関係機関との橋渡し

などを行います。 
 

④ 調査・調整 

対象者の意向により、権利擁護委員が対象者の関係する機関や施設に直接出向いて、

聞き取りをしたり、対象者の気持ちなどを代わりに伝えたりすることがあります。 
 

⑤ 要請・意見の表明 

対象者の意向により、権利擁護委員が関係機関に対して状況の改善を求めたり、権利
を保障するための意見を表明することがあります。 
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２．相談・対応実績 
（1）相談件数 

  子どもの権利相談窓口開設初年度の相談件数は、令和 6 年 9 月から令和 7 年 3 月ま

での間で計 10 件でした。月別の相談実績は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）相談者 
  初回の相談者は「子ども本人」7 件、

「母親」1 件、「父親 1」件、「その他（学
校関係者）」1 件でした。 

（3）相談対象 
  相談の対象となる子どもの所属は「小

学生」5 件、「中学生」3 件、「不明（申告
無し）」1 件、「その他（学校の環境全般）」

1 件でした。 

  

 

-8-
-10-



 

 
 

（4）相談方法 
  初回の相談方法は「フォーム」が９件、

「電話」が１件でした。 

（5）相談内容 
具体的な相談内容は「自分の気持ち（不安

な気持ち）」4 件、「学校のこと」3 件、「い
じめ」1 件、「友人関係」1 件、「学童のこ

と」1 件でした。 

  

 
 
 

（6）子どもとの関わり 

  相談受付後、実際に対象となる子ども
と面接出来たケースは 1 件でした。 
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普及・啓発活動 

 

１．子どもの権利に関する出前講座の実施 
子どもの権利擁護員は役割の一つとして、「子どもの権利侵害からの救済と子どもの権

利の保障についての理解を広めていくことおよび関係者との協力の推進に関すること」

という普及啓発活動も担っています。 

令和 6 年度から子どもの権利擁護委員や事務局が区内小・中学校を訪問し、「子どもの

権利」や「北区子どもの権利と幸せに関する条例」について説明する出前講座を実施して
います。 

令和 6 年度は小学校 2 校（区立谷端小学校/私立星美小学校）と中学校 1 校（区立明桜

中学校）で出前講座を実施しました。また、その他にも普及啓発を目的に区民向け講演会

や、地域向け・職員向けの講座などを実施しました。 
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令和７年８月 29 日 

 

東京都北区長 山田 加奈子 様 

東京都北区子どもの権利委員会 

 
 
 
 
 

子どもの権利の普及啓発の充実策に関する提言 

【1】現状の課題 
私たち北区子どもの権利委員会は、北区で令和６年４月に施行された北区子どもの権利と幸せに関

する条例を、多くの人にもっと知ってもらいたいと考えています。 

しかし、活動や話し合いを重ねる中で、次のような課題があると感じました。 

① 多くの子どもが「子どもの権利」について知らない。 

② 学校の内外で「子どもの権利」を学ぶ機会が限られている。 

③ 保護者や地域の大人への周知が十分ではない。 

④ 情報発信手段（動画制作、北区ニュースなど）の活用に課題がある。 

【2】私たちの提案 

私たちが北区で子どもの権利をもっと広く知ってもらうために考えた具体的な方法を提案します。 

１ 子どもから大人まで幅広い世代を対象とした取り組み 

① 北区ニュース・動画・ハンドブックなどの多様な発信手段を活用し、子どもの権利を PR し

てください。 

② 区民まつりでの出店など、地域・区全体への広がりにつながる取組をしてください。 

２ 子どもが主体となった取り組み 

① 中学生から小学生に対する出前授業など、「子どもから子どもへ」伝える場をつくってくだ

さい。 

② 学校の生徒会朝礼や授業などで子どもが主体的に学ぶ機会をつくってください。  

 

１ 子どもから大人まで幅広い世代を対象とした取り組み 

① 多様な発信手段を活用する。 

北区ニュースは、子どもたちも目にする媒体としてとても有効です。北区ニュースの記事の内容が

学校で話題になることもあります。そこで、北区ニュースを積極的に活用して、子どもや保護者、お

じいちゃん・おばあちゃんの目に届くようにします。 

１１の子どもの大切な権利をまとめた動画を制作し発信します。ショート動画は子どもに人気があ

りますが、「きたコン」では視聴環境を整える必要があります。また、区の YouTube だけでなく外

部クリエイターや他の SNS も活用して発信を広げます。 

家庭に持ち帰ることができる条例ハンドブックを全児童・生徒に配布します。家庭に持ち帰って、

読んでもらうことで保護者にも知ってもらい、親子で話すきっかけをつくります。 

② 地域・区全体へ広げていく。 

区民まつりなどのイベントでブースを出展して体験や展示を通じた発信を行います。こうした場

で、制作した「ショート動画」を配信すると更に効果的です。花火会などでアナウンスするのもよい

と思います。こうした取組により、区全体の広域的な啓発につなげます。 

２ 子どもが主体となった取り組み 

①「子どもから子どもへ」伝える場をつくる。 

中学生や高校生が、小学生に向けて「出前授業」やワークショップを行います。生徒会や「子ども

委員」が講師となり、自分の経験やエピソードを交えて話すことで、より身近に感じてもらえます。

身近な存在から学ぶことで、親近感が生まれ、自分のこととして考えやすくなります。講師を外部か

ら呼ぶよりも費用がかからず、続けやすい方法です。 

② 学校で学ぶ機会をつくる。 

子どもの権利を学校の授業（道徳など）で継続的に学べる環境が大切です。生徒会朝礼や学校行事

を使い、子ども自身が他の生徒に向けた紹介を行います。こうした取り組みを通じて、学校生活の中

で、自然に子どもの権利を考える時間を組み込んで、理解を深めていきます。 

【3】想定される費用 

- 出前講座やワークショップの会場費 

- 動画制作費用、配布用冊子の印刷製本費 

- イベント出展のための備品費用 など 

 （中学生委員） 玄間 もか  篠原 星太郎   早川 航平  

  前川 璃乃   武藤 愛菜  村田 大河  

  村松 千桜  萬  慶 太   

 （高校生委員） 大川 夏実  戸邉 明里   

 （委員） 内田 塔子  林  大 介   田中 優希  

  畑川 麻紀子   小柴 千佳子   鈴木 將雄  

  清水 智子   守谷 暢明   
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※「その他」の選択肢が表示されていませんが、
アンケート実施には表示されます。他の設問においても同様
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←同じことが２度記載されていますが、
実際のフォームでは正しく表示されます。
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テーマ２

課題・問題だと思うこと アイデア

時間が足りない
⇒遊べない

文化、芸術に親しむ
事ができない。

あぶない人に
からまれる

⇒安心できない。

落ちついて
生活できない
⇒遊べない

安心な場所で休めない

なやんでる事が
相談しにくい。
できない。

⇒相談できない

友だちと仲良く
できない。
話せない。
⇒話せない

一回の失敗で
諦めさせない。

⇒くり返し
ちょうせんできない。

静かに一人で
すごせる場所

「公営漫画喫茶」
図書館でも一人になれる→一

人でのんびり過ごすにはハード
ル高い。

ねっころ
がれる

「そばに
いてくれる人」

一人になれる場所
２ｏｒ１

一日
おじいちゃん
おばあちゃん

公募

チーム名:黄色

いじめられている
⇒遊べない

プライバシーが確保
されない
休めること

塾がいそがしい
無理にやらされる。
成績を気にする。

⇒遊べない
気もちが尊重されない

プライバシーが確保されない。

一対一だと気まづい
小中学生×高齢者

団らん会・交流会を開く

寝っ転がれたり、漫画を読め
たり、タブレットがあったり

小中学生とおじいちゃん・おばあちゃんはす
ごく「合う」
子どもにとって、あれこれ考えずに全肯定して
くれる存在は本当に大事。それがおじいちゃ
ん・おばあちゃん

安心して過ごせる場所
ジェイトエルのような施設

時間をつくること
安心して過ごせる場所※赤字：前回会議ででた意見を追記
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テーマ２

課題・問題だと思うこと アイデア

学校リノベ中
校舎がせまく
体験機会が

減る

子どもの意見を
広く伝えにくい

雰囲気

公園でボールを
つかえない

プールの成績

（体調不良の場合、レポートを
書く。体調不良は仕方のないこ
となのに、プールに入る方がや

はり成績がよい）

キックボードで
あそべる
場所が
ない

体育祭で「大むかで競争」が

みんな楽しみにしていたのに、
生徒へ相談などなく、急になく
なった。

授業の自由選択を
取り入れてほしい

自分の学びたいものを
より深める仕組み

服装の自由
（マスク、ジャージ）

チーム名:緑

「きまり」を
変えられる
状況にない

給食の時間が短い

悪口が
多い

先生によって
生徒を差別、ひいき

する人がいる

マスクの有無／服装の自由

課題を見つけて、自分の学びたいものをより深める取組、授業
の自由選択を取り入れる。そういう仕組みがあったらもっと権利
が大切にされると思う。

（マスクを外すのが強制されている場があってそれは個人
の自由だから強制はおかしい）

食べれる時間が１５分ぐらいしかない。体に悪いし、ゆっく
り食べれない。

学校移転中でバス通学
⇒放課後の時間が有効につか

えない

冷水機が破損している
（学校）

真面目に勉強したい人だけが
勉強できる場所

話しながら勉強できる場所

成績順のクラス編成
（数学とか）

自習室が学校にほしい
（時間を延ばしてほしい）

公共自習室がほしい
（中高生限定）

フリートークできる場所
との区別

バスの遅刻便を増やす

学校や塾など時間に追われている人が多い 直してほしい -34-



テーマ２

課題・問題だと思うこと アイデア

体調不良でプールを休む際、
プールサイドで暑い中待機させ

られる

強い口調を使う先生がいる

授業中にわからないことがあっ
た、先生に質問すると「さっき

言ったでしょ」というようなことが
ある。

強い口調を使う先生がいるの
で、やめてもらいたい。そういう

意見を先生に届けたい。

自分たちの思いが、直接では
なく、先生に伝わる機会があっ

たらいい

チーム名:紫

先生の時間が少ない
（部活動など）

部活を外部コーチに委託

厳しすぎる校則 先生に直接意見を伝えられる
場所

校則は学校間でも緩めの学校と厳しい学校がある。
そういった違いを生徒たちが知る機会があればいいと思う。

中学校の生徒が集結できる機会で、お互いにコミュニケー
ションがとれたらいい。
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テーマ２

課題・問題だと思うこと アイデア

Chromebook
タブレットを学校でもっと

使いたい

体操服の「in」
クールビス
暑い…

校則の見直し・改正

なぜ体操服を「in」しないといけ
ないのか理由を説明してほしい

チーム名:赤

インしていると熱が籠もったりして暑い そういう校則、決まりがあるんだったら、なぜそうしなきゃ
いけないのかというのが知りたい

自分たちの使いたいときにしっかり

と有効活用できるようにしてほしい
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